
議

案

第

三

十

三

号

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

平

成

十

七

年

六

月

六

日

提

出

者

杉

並

区

長

山

田

宏

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

（

昭

和

三

十

九

年

杉

並

区

条

例

第

四

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。第

十

一

条

第

一

項

第

二

号

中

「

、

年

齢

六

十

五

歳

以

上

の

者

」

を

削

る

。

第

二

十

四

条

第

一

項

中

「

第

三

項

」

を

「

第

四

項

」

に

、

「

本

条

」

を

「

こ

の

条

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

同

条

第

三

項

」

を

「

同

条

第

四

項

」

に

改

め

る

。

附

則

第

四

条

第

一

項

中

「

平

成

十

八

年

度

」

を

「

平

成

二

十

一

年

度

」

に

改

め

る

。

附

則

第

九

条

第

一

項

中

「

本

項

」

を

「

こ

の

項

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

（

附

則

第

十

二

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

同

項

第

二

号

に

規

定

す

る

合

計

額

。

以

下

本

号

に

お

い

て

同

じ

。

）

」

を

削

る

。

附

則

第

十

三

条

第

一

項

中

「

本

項

か

ら

第

三

項

ま

で

及

び

次

条

第

一

項

」

を

「

こ

の

項

及

び

次

項

並

び

に

附

則

第

十

三

条

の

三

」

に

、

「

第

五

項

第

一

号

」

を

「

第

四

項

第

一

号

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

を

削

り

、

同

条

第

三

項

中

「

本

項

」

を

「

こ

の

項

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

二

項

と

し

、

同

条

第

四

項

を

同



条

第

三

項

と

し

、

同

条

第

五

項

第

二

号

中

「

附

則

第

十

三

条

第

四

項

」

を

「

附

則

第

十

三

条

第

三

項

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

四

項

と

す

る

。

附

則

第

十

三

条

の

四

を

削

る

。

附

則

第

十

三

条

の

三

中

「

法

附

則

第

三

十

五

条

の

二

の

三

」

を

「

法

附

則

第

三

十

五

条

の

二

の

四

」

に

改

め

、

同

条

を

附

則

第

十

三

条

の

四

と

す

る

。

附

則

第

十

三

条

の

二

第

一

項

中

「

前

条

第

一

項

」

を

「

附

則

第

十

三

条

第

一

項

」

に

、

「

令

附

則

第

十

八

条

の

二

第

二

項

か

ら

第

四

項

ま

で

」

を

「

令

附

則

第

十

八

条

の

三

第

一

項

か

ら

第

三

項

ま

で

」

に

、

「

本

条

」

を

「

こ

の

条

」

に

、

「

同

条

第

五

項

」

を

「

同

条

第

四

項

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

を

削

り

、

同

条

を

附

則

第

十

三

条

の

三

と

す

る

。

附

則

第

十

三

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

（

特

定

管

理

株

式

が

価

値

を

失

つ

た

場

合

の

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

課

税

の

特

例

）

第

十

三

条

の

二

区

民

税

の

所

得

割

の

納

税

義

務

者

に

つ

い

て

、

そ

の

有

す

る

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

特

定

管

理

株

式

（

以

下

こ

の

項

及

び

次

項

に

お

い

て

「

特

定

管

理

株

式

」

と

い

う

。

）

が

株

式

と

し

て

の

価

値

を

失

つ

た

こ

と

に

よ

る

損

失

が

生

じ

た

場

合

と

し

て

同

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

事

実

が

発

生

し

た

と

き

は

、

当

該

事

実

が

発

生

し

た

こ

と

は

当

該

特

定

管

理

株

式

の

譲

渡

を

し

た

こ

と

と

、

当

該

損

失

の

金

額

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

の

二

第

一

項

で

定

め

る

金

額

は

当

該

特

定

管

理

株

式

の

譲

渡

を

し

た

こ

と

に

よ

り

生

じ

た

損

失

の

金

額

と

そ

れ

ぞ

れ

み

な

し

て

、

こ

の

条

及

び

前

条

の

規

定

そ

の

他

の

本

条

例

の

規

定

を

適

用

す

る

。

２

区

民

税

の

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

の

二

第

一

項

に



規

定

す

る

特

定

管

理

口

座

（

そ

の

者

が

二

以

上

の

特

定

管

理

口

座

を

有

す

る

場

合

に

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

特

定

管

理

口

座

）

に

保

管

の

委

託

が

さ

れ

て

い

る

特

定

管

理

株

式

の

譲

渡

（

こ

れ

に

類

す

る

も

の

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

の

二

第

二

項

で

定

め

る

も

の

を

含

む

。

以

下

こ

の

項

、

次

条

及

び

附

則

第

十

三

条

の

四

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

し

た

場

合

に

は

、

令

附

則

第

十

八

条

の

二

第

三

項

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

当

該

特

定

管

理

株

式

の

譲

渡

に

よ

る

事

業

所

得

の

金

額

、

譲

渡

所

得

の

金

額

又

は

雑

所

得

の

金

額

と

当

該

特

定

管

理

株

式

の

譲

渡

以

外

の

株

式

等

の

譲

渡

に

よ

る

事

業

所

得

の

金

額

、

譲

渡

所

得

の

金

額

又

は

雑

所

得

の

金

額

と

を

区

分

し

て

、

こ

れ

ら

の

金

額

を

計

算

す

る

も

の

と

す

る

。

３

第

一

項

の

規

定

は

、

令

附

則

第

十

八

条

の

二

第

四

項

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

第

一

項

に

規

定

す

る

事

実

が

発

生

し

た

年

の

末

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

分

の

第

二

十

四

条

第

一

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

の

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

第

二

十

五

条

第

一

項

の

確

定

申

告

書

を

含

む

。

）

に

第

一

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

旨

の

記

載

が

あ

る

と

き

（

こ

れ

ら

の

申

告

書

に

そ

の

記

載

が

な

い

こ

と

に

つ

い

て

や

む

を

得

な

い

理

由

が

あ

る

と

区

長

が

認

め

る

と

き

を

含

む

。

）

に

限

り

、

適

用

す

る

。

附

則

第

十

三

条

の

五

第

二

項

中

「

第

四

項

」

を

「

第

三

項

」

に

、

「

附

則

第

十

三

条

の

二

の

」

を

「

附

則

第

十

三

条

の

三

の

」

に

、

「

附

則

第

十

三

条

の

二

第

一

項

」

を

「

附

則

第

十

三

条

の

三

」

に

改

め

る

。

附

則

第

十

四

条

第

二

項

中

「

第

九

項

」

を

「

第

八

項

」

に

改

め

、

同

条

第

四

項

中

「

第

四

項

」

を

「

第

三

項

」

に

、

「

附

則

第

十

三

条

の

二

の

」

を

「

附

則

第

十

三

条

の

三

の

」

に

、

「

附

則

第

十

三

条

の

二

第

一

項

」

を

「

附

則

第

十

三

条

の

三

」

に

改

め

、

同

条

第

七

項

中

「

平

成

十

七

年

三

月

三

十

一

日

」

を

「

平



成

十

九

年

三

月

三

十

一

日

」

に

改

め

、

同

条

第

八

項

を

削

り

、

同

条

第

九

項

中

「

第

七

項

」

を

「

前

項

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

八

項

と

す

る

。

附

則

第

一

条

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

十

一

条

第

一

項

第

二

号

並

び

に

第

二

十

四

条

第

一

項

及

び

第

三

項

の

改

正

規

定

、

附

則

第

十

三

条

の

改

正

規

定

、

附

則

第

十

三

条

の

次

に

一

条

を

加

え

る

改

正

規

定

、

附

則

第

十

三

条

の

二

か

ら

附

則

第

十

三

条

の

五

ま

で

の

改

正

規

定

、

附

則

第

十

四

条

の

改

正

規

定

（

「

平

成

十

七

年

三

月

三

十

一

日

」

を

「

平

成

十

九

年

三

月

三

十

一

日

」

に

改

め

る

部

分

を

除

く

。

）

並

び

に

次

条

第

二

項

か

ら

第

九

項

ま

で

の

規

定

は

、

平

成

十

八

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

第

二

条

別

段

の

定

め

が

あ

る

も

の

を

除

き

、

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

（

以

下

「

新

条

例

」

と

い

う

。

）

の

規

定

中

区

民

税

に

関

す

る

部

分

は

、

平

成

十

七

年

度

以

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

つ

い

て

適

用

し

、

平

成

十

六

年

度

分

ま

で

の

区

民

税

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

２

新

条

例

第

十

一

条

第

一

項

第

二

号

の

規

定

は

、

平

成

十

八

年

度

以

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

つ

い

て

適

用

し

、

平

成

十

七

年

度

分

ま

で

の

区

民

税

に

つ

い

て

は

、

第

八

項

に

定

め

る

も

の

を

除

き

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

３

平

成

十

八

年

度

分

の

区

民

税

の

均

等

割

に

限

り

、

前

年

の

合

計

所

得

金

額

が

百

二

十

五

万

円

以

下

で

あ

り

、

か

つ

、

平

成

十

七

年

一

月

一

日

現

在

に

お

い

て

年

齢

六

十

五

歳

以

上

で

あ

っ

た

者

（

地

方

税

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

平

成

十

七

年

法

律

第

五

号

）

第

一

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

地

方

税

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

二

十

六

号

。

以

下

「

新

法

」

と

い

う

。

）

の

施

行

地

に

住

所

を

有

し



な

い

者

を

除

く

。

）

に

係

る

新

条

例

第

十

四

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

中

「

三

千

円

」

と

あ

る

の

は

、

「

千

円

」

と

す

る

。

４

区

は

、

平

成

十

八

年

度

分

の

区

民

税

の

所

得

割

に

限

り

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

で

、

前

年

の

合

計

所

得

金

額

が

百

二

十

五

万

円

以

下

で

あ

り

、

か

つ

、

平

成

十

七

年

一

月

一

日

現

在

に

お

い

て

年

齢

六

十

五

歳

以

上

で

あ

っ

た

も

の

の

所

得

割

（

新

条

例

第

十

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

分

離

課

税

に

係

る

所

得

割

を

除

く

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

つ

い

て

は

、

新

条

例

の

規

定

中

所

得

割

に

関

す

る

部

分

（

新

条

例

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

を

除

く

。

）

を

適

用

し

た

場

合

に

お

け

る

所

得

割

の

額

か

ら

、

当

該

額

の

三

分

の

二

に

相

当

す

る

額

を

控

除

す

る

も

の

と

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

け

る

新

条

例

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

第

十

九

条

か

ら

前

条

ま

で

」

と

あ

る

の

は

、

「

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

平

成

十

七

年

杉

並

区

条

例

第

号

）

附

則

第

二

条

第

四

項

」

と

す

る

。

５

平

成

十

九

年

度

分

の

区

民

税

の

均

等

割

に

限

り

、

前

年

の

合

計

所

得

金

額

が

百

二

十

五

万

円

以

下

で

あ

り

、

か

つ

、

平

成

十

七

年

一

月

一

日

現

在

に

お

い

て

年

齢

六

十

五

歳

以

上

で

あ

っ

た

者

（

新

法

の

施

行

地

に

住

所

を

有

し

な

い

者

を

除

く

。

）

に

係

る

新

条

例

第

十

四

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

中

「

三

千

円

」

と

あ

る

の

は

、

「

二

千

円

」

と

す

る

。

６

区

は

、

平

成

十

九

年

度

分

の

区

民

税

の

所

得

割

に

限

り

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

で

、

前

年

の

合

計

所

得

金

額

が

百

二

十

五

万

円

以

下

で

あ

り

、

か

つ

、

平

成

十

七

年

一

月

一

日

現

在

に

お

い

て

年

齢

六

十

五

歳

以

上

で

あ

っ

た

も

の

の

所

得

割

（

新

条

例

第

十

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

分

離

課

税

に

係

る

所

得

割

を

除

く

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

つ

い

て

は

、

新

条

例

の

規

定

中

所

得

割

に

関

す

る

部



分

（

新

条

例

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

を

除

く

。

）

を

適

用

し

た

場

合

に

お

け

る

所

得

割

の

額

か

ら

、

当

該

額

の

三

分

の

一

に

相

当

す

る

額

を

控

除

す

る

も

の

と

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

け

る

新

条

例

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

第

十

九

条

か

ら

前

条

ま

で

」

と

あ

る

の

は

、

「

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

平

成

十

七

年

杉

並

区

条

例

第

号

）

附

則

第

二

条

第

六

項

」

と

す

る

。

７

新

条

例

附

則

第

十

三

条

の

二

の

規

定

は

、

平

成

十

七

年

四

月

一

日

以

後

に

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

事

実

が

発

生

す

る

場

合

に

つ

い

て

適

用

す

る

。

８

新

条

例

附

則

第

十

四

条

（

所

得

税

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

平

成

十

七

年

法

律

第

二

十

一

号

）

第

五

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

租

税

特

別

措

置

法

（

昭

和

三

十

二

年

法

律

第

二

十

六

号

。

以

下

「

新

租

税

特

別

措

置

法

」

と

い

う

。

）

第

三

十

七

条

の

十

三

第

一

項

第

一

号

に

定

め

る

特

定

株

式

に

関

す

る

部

分

に

限

る

。

）

の

規

定

は

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

中

小

企

業

経

営

革

新

支

援

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

平

成

十

七

年

法

律

第

三

十

号

）

の

施

行

の

日

以

後

に

払

込

み

に

よ

り

取

得

を

す

る

同

号

に

定

め

る

特

定

株

式

に

つ

い

て

適

用

し

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

同

日

前

に

払

込

み

に

よ

り

取

得

を

し

た

同

号

に

定

め

る

特

定

株

式

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

９

新

条

例

附

則

第

十

四

条

（

新

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

三

第

一

項

第

四

号

に

定

め

る

特

定

株

式

に

係

る

部

分

に

限

る

。

）

の

規

定

は

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

平

成

十

七

年

四

月

一

日

以

後

に

払

込

み

に

よ

り

取

得

を

す

る

同

号

に

定

め

る

特

定

株

式

に

つ

い

て

適

用

す

る

。



（

提

案

理

由

）

年

齢

六

十

五

歳

以

上

の

者

に

係

る

非

課

税

措

置

を

廃

止

す

る

等

の

必

要

が

あ

る

。
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杉

並

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

新

旧

対

照

表

新

条

例

旧

条

例

（

区

民

税

の

非

課

税

の

範

囲

）

（

区

民

税

の

非

課

税

の

範

囲

）

第

十

一

条

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

第

十

一

条

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

（

法

の

施

行

地

に

住

所

を

有

し

な

い

者

を

除

（

法

の

施

行

地

に

住

所

を

有

し

な

い

者

を

除

く

。

）

に

対

し

て

は

区

民

税

（

第

二

号

に

該

当

す

く

。

）

に

対

し

て

は

区

民

税

（

第

二

号

に

該

当

す

る

者

に

あ

つ

て

は

、

第

三

十

七

条

の

二

の

規

定

に

る

者

に

あ

つ

て

は

、

第

三

十

七

条

の

二

の

規

定

に

よ

つ

て

課

す

る

所

得

割

（

以

下

「

分

離

課

税

に

係

よ

つ

て

課

す

る

所

得

割

（

以

下

「

分

離

課

税

に

係

る

所

得

割

」

と

い

う

。

）

を

除

く

。

）

を

課

さ

な

る

所

得

割

」

と

い

う

。

）

を

除

く

。

）

を

課

さ

な

い

。

い

。

一

略

一

略

二

障

害

者

、

未

成

年

者

二

障

害

者

、

未

成

年

者

、

年

齢

六

十

五

歳

以

上

、

寡

婦

又

は

寡

夫

（

こ

れ

ら

の

者

の

前

年

の

者

、

寡

婦

又

は

寡

夫

（

こ

れ

ら

の

者

の

前

年

の

合

計

所

得

金

額

が

百

二

十

五

万

円

を

超

え

る

の

合

計

所

得

金

額

が

百

二

十

五

万

円

を

超

え

る

場

合

を

除

く

。

）

場

合

を

除

く

。

）

２

略

２

略

（

区

民

税

の

申

告

）

（

区

民

税

の

申

告

）

第

二

十

四

条

第

十

条

第

一

号

の

者

は

、

三

月

十

五

第

二

十

四

条

第

十

条

第

一

号

の

者

は

、

三

月

十

五

資 料 １
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日

ま

で

に

、

規

則

で

定

め

る

申

告

書

を

区

長

に

提

日

ま

で

に

、

規

則

で

定

め

る

申

告

書

を

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

法

第

三

百

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

法

第

三

百

十

七

条

の

六

第

一

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

つ

十

七

条

の

六

第

一

項

又

は

第

三

項

の

規

定

に

よ

つ

て

給

与

支

払

報

告

書

又

は

公

的

年

金

等

支

払

報

告

て

給

与

支

払

報

告

書

又

は

公

的

年

金

等

支

払

報

告

書

を

提

出

す

る

義

務

が

あ

る

者

か

ら

一

月

一

日

現

書

を

提

出

す

る

義

務

が

あ

る

者

か

ら

一

月

一

日

現

在

に

お

い

て

給

与

又

は

公

的

年

金

等

の

支

払

を

受

在

に

お

い

て

給

与

又

は

公

的

年

金

等

の

支

払

を

受

け

て

い

る

者

で

前

年

中

に

お

い

て

給

与

所

得

以

外

け

て

い

る

者

で

前

年

中

に

お

い

て

給

与

所

得

以

外

の

所

得

又

は

公

的

年

金

等

に

係

る

所

得

以

外

の

所

の

所

得

又

は

公

的

年

金

等

に

係

る

所

得

以

外

の

所

得

を

有

し

な

か

つ

た

も

の

（

公

的

年

金

等

に

係

る

得

を

有

し

な

か

つ

た

も

の

（

公

的

年

金

等

に

係

る

所

得

以

外

の

所

得

を

有

し

な

か

つ

た

者

で

社

会

保

所

得

以

外

の

所

得

を

有

し

な

か

つ

た

者

で

社

会

保

険

料

控

除

額

（

令

第

四

十

八

条

の

九

の

七

に

規

定

険

料

控

除

額

（

令

第

四

十

八

条

の

九

の

七

に

規

定

す

る

も

の

を

除

く

。

）

、

小

規

模

企

業

共

済

等

掛

す

る

も

の

を

除

く

。

）

、

小

規

模

企

業

共

済

等

掛

金

控

除

額

、

生

命

保

険

料

控

除

額

、

損

害

保

険

料

金

控

除

額

、

生

命

保

険

料

控

除

額

、

損

害

保

険

料

控

除

額

、

寡

婦

（

寡

夫

）

控

除

額

、

勤

労

学

生

控

控

除

額

、

寡

婦

（

寡

夫

）

控

除

額

、

勤

労

学

生

控

除

額

、

配

偶

者

特

別

控

除

額

若

し

く

は

法

第

三

百

除

額

、

配

偶

者

特

別

控

除

額

若

し

く

は

法

第

三

百

十

四

条

の

二

第

五

項

に

規

定

す

る

扶

養

控

除

額

の

十

四

条

の

二

第

五

項

に

規

定

す

る

扶

養

控

除

額

の

控

除

又

は

こ

れ

ら

と

併

せ

て

雑

損

控

除

額

、

医

療

控

除

又

は

こ

れ

ら

と

併

せ

て

雑

損

控

除

額

、

医

療

費

控

除

額

若

し

く

は

寄

附

金

控

除

額

の

控

除

、

法

費

控

除

額

若

し

く

は

寄

附

金

控

除

額

の

控

除

、

法

第

三

百

十

三

条

第

八

項

に

規

定

す

る

純

損

失

の

金

第

三

百

十

三

条

第

八

項

に

規

定

す

る

純

損

失

の

金

額

の

控

除

若

し

く

は

同

条

第

九

項

に

規

定

す

る

純

額

の

控

除

若

し

く

は

同

条

第

九

項

に

規

定

す

る

純
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損

失

若

し

く

は

雑

損

失

の

金

額

の

控

除

を

受

け

よ

損

失

若

し

く

は

雑

損

失

の

金

額

の

控

除

を

受

け

よ

う

と

す

る

も

の

を

除

く

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

う

と

す

る

も

の

を

除

く

。

以

下

本

条

に

お

い

て

「

給

与

所

得

等

以

外

の

所

得

を

有

し

な

か

つ

た

「

給

与

所

得

等

以

外

の

所

得

を

有

し

な

か

つ

た

者

」

と

い

う

。

）

及

び

第

十

一

条

第

二

項

に

規

定

者

」

と

い

う

。

）

及

び

第

十

一

条

第

二

項

に

規

定

す

る

者

（

地

方

税

法

施

行

規

則

（

昭

和

二

十

九

年

す

る

者

（

地

方

税

法

施

行

規

則

（

昭

和

二

十

九

年

総

理

府

令

第

二

十

三

号

。

以

下

「

施

行

規

則

」

と

総

理

府

令

第

二

十

三

号

。

以

下

「

施

行

規

則

」

と

い

う

。

）

第

二

条

の

二

第

一

項

の

表

の

上

欄

の

い

う

。

）

第

二

条

の

二

第

一

項

の

表

の

上

欄

の

（

二

）

に

掲

げ

る

者

を

除

く

。

）

に

つ

い

て

は

、

（

二

）

に

掲

げ

る

者

を

除

く

。

）

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

こ

の

限

り

で

な

い

。

２

略

２

略

３

区

長

は

、

法

第

三

百

十

七

条

の

六

第

一

項

の

給

３

区

長

は

、

法

第

三

百

十

七

条

の

六

第

一

項

の

給

与

支

払

報

告

書

又

は

同

条

第

四

項

の

公

的

年

金

等

与

支

払

報

告

書

又

は

同

条

第

三

項

の

公

的

年

金

等

支

払

報

告

書

が

一

月

三

十

一

日

ま

で

に

提

出

さ

れ

支

払

報

告

書

が

一

月

三

十

一

日

ま

で

に

提

出

さ

れ

な

か

つ

た

場

合

に

お

い

て

、

区

民

税

の

賦

課

徴

収

な

か

つ

た

場

合

に

お

い

て

、

区

民

税

の

賦

課

徴

収

に

つ

い

て

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

給

与

に

つ

い

て

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

給

与

所

得

等

以

外

の

所

得

を

有

し

な

か

つ

た

者

を

指

定

所

得

等

以

外

の

所

得

を

有

し

な

か

つ

た

者

を

指

定

し

、

そ

の

者

に

第

一

項

又

は

前

項

の

申

告

書

を

区

し

、

そ

の

者

に

第

一

項

又

は

前

項

の

申

告

書

を

区

長

の

指

定

す

る

期

限

ま

で

に

提

出

さ

せ

る

こ

と

が

長

の

指

定

す

る

期

限

ま

で

に

提

出

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

で

き

る

。

４

～

７

略

４

～

７

略

資 料 １
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附

則

附

則

（

肉

用

牛

の

売

却

に

よ

る

事

業

所

得

に

係

る

区

民

税

（

肉

用

牛

の

売

却

に

よ

る

事

業

所

得

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

の

課

税

の

特

例

）

第

四

条

昭

和

五

十

七

年

度

か

ら

平

成

二

十

一

年

度

第

四

条

昭

和

五

十

七

年

度

か

ら

平

成

十

八

年

度

ま

で

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

限

り

、

所

得

割

の

ま

で

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

限

り

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

二

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

二

十

五

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

売

却

の

方

法

に

よ

十

五

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

売

却

の

方

法

に

よ

り

当

該

各

号

に

定

め

る

肉

用

牛

を

売

却

し

、

か

り

当

該

各

号

に

定

め

る

肉

用

牛

を

売

却

し

、

か

つ

、

そ

の

売

却

し

た

肉

用

牛

が

す

べ

て

同

項

に

規

つ

、

そ

の

売

却

し

た

肉

用

牛

が

す

べ

て

同

項

に

規

定

す

る

免

税

対

象

飼

育

牛

で

あ

る

場

合

に

お

い

定

す

る

免

税

対

象

飼

育

牛

で

あ

る

場

合

に

お

い

て

、

第

二

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

て

、

第

二

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

の

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

第

二

十

五

条

第

及

び

そ

の

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

第

二

十

五

条

第

一

項

の

確

定

申

告

書

を

含

む

。

次

項

に

お

い

て

同

一

項

の

確

定

申

告

書

を

含

む

。

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

そ

の

肉

用

牛

の

売

却

に

係

る

同

法

第

二

じ

。

）

に

そ

の

肉

用

牛

の

売

却

に

係

る

同

法

第

二

十

五

条

第

一

項

に

規

定

す

る

事

業

所

得

の

明

細

に

十

五

条

第

一

項

に

規

定

す

る

事

業

所

得

の

明

細

に

関

す

る

事

項

の

記

載

が

あ

る

と

き

（

こ

れ

ら

の

申

関

す

る

事

項

の

記

載

が

あ

る

と

き

（

こ

れ

ら

の

申

告

書

に

そ

の

記

載

が

な

い

こ

と

に

つ

い

て

や

む

を

告

書

に

そ

の

記

載

が

な

い

こ

と

に

つ

い

て

や

む

を

得

な

い

理

由

が

あ

る

と

区

長

が

認

め

る

と

き

を

含

得

な

い

理

由

が

あ

る

と

区

長

が

認

め

る

と

き

を

含
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む

。

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

は

、

当

該

事

業

所

む

。

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

は

、

当

該

事

業

所

得

に

係

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

（

第

十

六

条

第

得

に

係

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

（

第

十

六

条

第

一

項

に

規

定

す

る

総

所

得

金

額

に

係

る

区

民

税

の

一

項

に

規

定

す

る

総

所

得

金

額

に

係

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

か

ら

、

当

該

事

業

所

得

が

な

い

も

の

所

得

割

の

額

か

ら

、

当

該

事

業

所

得

が

な

い

も

の

と

し

て

計

算

し

た

場

合

に

お

け

る

同

項

の

総

所

得

と

し

て

計

算

し

た

場

合

に

お

け

る

同

項

の

総

所

得

金

額

に

係

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

を

控

除

し

た

金

額

に

係

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

を

控

除

し

た

額

と

す

る

。

）

を

免

除

す

る

。

額

と

す

る

。

）

を

免

除

す

る

。

２

及

び

３

略

２

及

び

３

略

（

土

地

の

譲

渡

等

に

係

る

事

業

所

得

等

に

係

る

区

民

（

土

地

の

譲

渡

等

に

係

る

事

業

所

得

等

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

税

の

課

税

の

特

例

）

第

九

条

区

民

税

の

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

第

九

条

区

民

税

の

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

に

規

定

す

る

事

業

所

得

又

は

雑

所

得

を

有

す

る

場

に

規

定

す

る

事

業

所

得

又

は

雑

所

得

を

有

す

る

場

合

に

は

、

当

分

の

間

、

当

該

事

業

所

得

及

び

雑

所

合

に

は

、

当

分

の

間

、

当

該

事

業

所

得

及

び

雑

所

得

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

及

び

第

十

九

条

の

規

得

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

及

び

第

十

九

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

所

得

と

区

分

し

、

前

年

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

所

得

と

区

分

し

、

前

年

中

の

土

地

に

係

る

事

業

所

得

等

の

金

額

（

法

附

則

中

の

土

地

に

係

る

事

業

所

得

等

の

金

額

（

法

附

則

第

三

十

三

条

の

三

第

一

項

に

規

定

す

る

土

地

等

に

第

三

十

三

条

の

三

第

一

項

に

規

定

す

る

土

地

等

に

係

る

事

業

所

得

等

の

金

額

を

い

う

。

以

下

こ

の

項

係

る

事

業

所

得

等

の

金

額

を

い

う

。

以

下

本

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

対

し

、

次

に

掲

げ

る

金

額

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

対

し

、

次

に

掲

げ

る

金

額

資 料 １
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の

う

ち

い

ず

れ

か

多

い

金

額

に

相

当

す

る

区

民

税

の

う

ち

い

ず

れ

か

多

い

金

額

に

相

当

す

る

区

民

税

の

所

得

割

を

課

す

る

。

の

所

得

割

を

課

す

る

。

一

略

一

略

二

土

地

等

に

係

る

課

税

事

業

所

得

等

の

金

額

と

二

土

地

等

に

係

る

課

税

事

業

所

得

等

の

金

額

と

当

該

年

度

分

の

課

税

総

所

得

金

額

当

該

年

度

分

の

課

税

総

所

得

金

額

（

附

則

第

十

（

附

則

第

十

二

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

二

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

同

項

第

二

号

に

規

定

す

る

合

計

額

。

以

下

は

、

同

項

第

二

号

に

規

定

す

る

合

計

額

。

以

下

と

の

合

計

額

を

当

該

本

号

に

お

い

て

同

じ

。

）

と

の

合

計

額

を

当

該

本

号

に

お

い

て

同

じ

。

）

課

税

総

所

得

金

額

と

み

な

し

て

計

算

し

た

場

合

課

税

総

所

得

金

額

と

み

な

し

て

計

算

し

た

場

合

の

所

得

割

の

額

か

ら

、

当

該

年

度

分

の

課

税

総

の

所

得

割

の

額

か

ら

、

当

該

年

度

分

の

課

税

総

所

得

金

額

に

係

る

所

得

割

の

額

を

控

除

し

た

金

所

得

金

額

に

係

る

所

得

割

の

額

を

控

除

し

た

金

額

の

百

分

の

百

十

に

相

当

す

る

金

額

額

の

百

分

の

百

十

に

相

当

す

る

金

額

２

～

４

略

２

～

４

略

（

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

に

係

る

区

民

税

の

課

（

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

税

の

特

例

）

第

十

三

条

当

分

の

間

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

第

十

三

条

当

分

の

間

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

第

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

第

一

項

に

規

定

す

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

を

一

項

に

規

定

す

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

を

有

す

る

場

合

に

は

、

当

該

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

有

す

る

場

合

に

は

、

当

該

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

及

び

第

十

九

条

の

得

等

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

及

び

第

十

九

条

の
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規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

所

得

と

区

分

し

、

前

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

所

得

と

区

分

し

、

前

年

中

の

当

該

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

年

中

の

当

該

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

第

一

項

に

定

め

る

と

こ

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

第

一

項

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

計

算

し

た

金

額

（

以

下

こ

の

項

及

び

次

ろ

に

よ

り

計

算

し

た

金

額

（

以

下

本

項

か

ら

第

三

項

並

び

に

附

則

第

十

三

条

の

三

に

お

い

て

「

株

式

項

ま

で

及

び

次

条

第

一

項

に

お

い

て

「

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

」

と

い

う

。

）

に

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

」

と

い

う

。

）

に

対

し

、

株

式

等

に

係

る

課

税

譲

渡

所

得

等

の

金

額

対

し

、

株

式

等

に

係

る

課

税

譲

渡

所

得

等

の

金

額

（

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

（

第

四

項

（

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

（

第

五

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

適

用

さ

れ

る

第

十

八

条

の

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

適

用

さ

れ

る

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

）

を

い

う

。

）

の

百

分

の

三

・

四

に

相

当

す

金

額

）

を

い

う

。

）

の

百

分

の

三

・

四

に

相

当

す

る

金

額

に

相

当

す

る

区

民

税

の

所

得

割

を

課

す

る

金

額

に

相

当

す

る

区

民

税

の

所

得

割

を

課

す

る

。

る

。

２

前

項

の

場

合

に

お

い

て

、

当

該

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

基

因

と

な

る

株

式

等

の

譲

渡

が

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

第

二

項

に

規

定

す

る

株

式

の

譲

渡

で

あ

る

と

き

は

、

当

該

譲

渡

に

よ

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

は

、

当

該

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

の

二

分

の

一

に

相

当

す

る

金

額

と

す

る

。

資 料 １
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２

法

第

二

十

三

条

第

一

項

第

十

六

号

に

規

定

す

る

３

法

第

二

十

三

条

第

一

項

第

十

六

号

に

規

定

す

る

特

定

株

式

等

譲

渡

所

得

金

額

（

以

下

こ

の

項

及

び

特

定

株

式

等

譲

渡

所

得

金

額

（

以

下

本

項

及

び

次

項

に

お

い

て

「

特

定

株

式

等

譲

渡

所

得

金

額

」

次

項

に

お

い

て

「

特

定

株

式

等

譲

渡

所

得

金

額

」

と

い

う

。

）

に

係

る

所

得

を

有

す

る

者

に

係

る

株

と

い

う

。

）

に

係

る

所

得

を

有

す

る

者

に

係

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

は

、

当

該

特

定

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

は

、

当

該

特

定

株

式

等

譲

渡

所

得

金

額

に

係

る

所

得

の

金

額

を

除

株

式

等

譲

渡

所

得

金

額

に

係

る

所

得

の

金

額

を

除

外

し

て

算

定

す

る

。

外

し

て

算

定

す

る

。

３

略

４

略

４

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

５

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

一

略

一

略

二

第

二

十

一

条

、

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

及

二

第

二

十

一

条

、

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

及

び

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

び

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

中

「

場

合

の

所

得

つ

い

て

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

中

「

場

合

の

所

得

割

の

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

場

合

の

所

得

割

の

割

の

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

場

合

の

所

得

割

の

額

及

び

附

則

第

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

額

及

び

附

則

第

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

、

第

二

十

一

条

の

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

、

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

中

「

同

条

第

六

項

」

と

あ

る

の

は

二

第

一

項

中

「

同

条

第

六

項

」

と

あ

る

の

は

「

附

則

第

十

三

条

第

三

項

」

と

す

る

。

「

附

則

第

十

三

条

第

四

項

」

と

す

る

。

三

～

五

略

三

～

五

略
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（

特

定

管

理

株

式

が

価

値

を

失

つ

た

場

合

の

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

課

税

の

特

例

）

第

十

三

条

の

二

区

民

税

の

所

得

割

の

納

税

義

務

者

に

つ

い

て

、

そ

の

有

す

る

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

特

定

管

理

株

式

（

以

下

こ

の

項

及

び

次

項

に

お

い

て

「

特

定

管

理

株

式

」

と

い

う

。

）

が

株

式

と

し

て

の

価

値

を

失

つ

た

こ

と

に

よ

る

損

失

が

生

じ

た

場

合

と

し

て

同

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

事

実

が

発

生

し

た

と

き

は

、

当

該

事

実

が

発

生

し

た

こ

と

は

当

該

特

定

管

理

株

式

の

譲

渡

を

し

た

こ

と

と

、

当

該

損

失

の

金

額

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

の

二

第

一

項

で

定

め

る

金

額

は

当

該

特

定

管

理

株

式

の

譲

渡

を

し

た

こ

と

に

よ

り

生

じ

た

損

失

の

金

額

と

そ

れ

ぞ

れ

み

な

し

て

、

こ

の

条

及

び

前

条

の

規

定

そ

の

他

の

本

条

例

の

規

定

を

適

用

す

る

。

２

区

民

税

の

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

特

定

管

理

口

座

（

そ

の

者

が

二

以

上

の

特

定

管

理

口

座

を

有

す

る

場

合

に

は

、

そ

れ

ぞ

資 料 １
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れ

の

特

定

管

理

口

座

）

に

保

管

の

委

託

が

さ

れ

て

い

る

特

定

管

理

株

式

の

譲

渡

（

こ

れ

に

類

す

る

も

の

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

の

二

第

二

項

で

定

め

る

も

の

を

含

む

。

以

下

こ

の

項

、

次

条

及

び

附

則

十

三

条

の

四

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

し

た

場

合

に

は

、

令

附

則

第

十

八

条

の

二

第

三

項

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

当

該

特

定

管

理

株

式

の

譲

渡

に

よ

る

事

業

所

得

の

金

額

、

譲

渡

所

得

の

金

額

又

は

雑

所

得

の

金

額

と

当

該

特

定

管

理

株

式

の

譲

渡

以

外

の

株

式

等

の

譲

渡

に

よ

る

事

業

所

得

の

金

額

、

譲

渡

所

得

の

金

額

又

は

雑

所

得

の

金

額

と

を

区

分

し

て

、

こ

れ

ら

の

金

額

を

計

算

す

る

も

の

と

す

る

。

３

第

一

項

の

規

定

は

、

令

附

則

第

十

八

条

の

二

第

四

項

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

第

一

項

に

規

定

す

る

事

実

が

発

生

し

た

年

の

末

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

分

の

第

二

十

四

条

第

一

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

の

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

第

二

十

五

条

第

一

項

の

確

定

申

告

書

を

含
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む

。

）

に

第

一

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

旨

の

記

載

が

あ

る

と

き

（

こ

れ

ら

の

申

告

書

に

そ

の

記

録

が

な

い

こ

と

に

つ

い

て

や

む

を

得

な

い

理

由

が

あ

る

と

区

長

が

認

め

る

と

き

を

含

む

。

）

に

限

り

、

適

用

す

る

。

（

上

場

株

式

等

を

譲

渡

し

た

場

合

の

株

式

等

に

係

る

（

上

場

株

式

等

を

譲

渡

し

た

場

合

の

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

譲

渡

所

得

等

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

第

十

三

条

の

三

平

成

十

六

年

度

か

ら

平

成

二

十

年

第

十

三

条

の

二

平

成

十

六

年

度

か

ら

平

成

二

十

年

度

ま

で

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

限

り

、

所

得

割

度

ま

で

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

限

り

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

一

第

一

項

に

規

定

す

る

事

業

所

三

十

七

条

の

十

一

第

一

項

に

規

定

す

る

事

業

所

得

、

譲

渡

所

得

又

は

雑

所

得

を

有

す

る

場

合

に

得

、

譲

渡

所

得

又

は

雑

所

得

を

有

す

る

場

合

に

は

、

附

則

第

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

株

式

は

、

前

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

の

う

ち

当

該

事

業

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

の

う

ち

当

該

事

業

所

得

の

金

額

、

譲

渡

所

得

の

金

額

及

び

雑

所

得

の

所

得

の

金

額

、

譲

渡

所

得

の

金

額

及

び

雑

所

得

の

金

額

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

の

三

第

一

項

か

ら

金

額

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

の

二

第

二

項

か

ら

第

三

項

ま

で

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

計

算

し

た

第

四

項

ま

で

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

計

算

し

た

金

額

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

上

場

株

式

等

に

金

額

（

以

下

本

条

に

お

い

て

「

上

場

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

」

と

い

う

。

）

に

対

し

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

」

と

い

う

。

）

に

対

し

て

課

す

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

は

、

附

則

第

十

て

課

す

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

は

、

前

条

第

一

資 料 １
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三

条

第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

上

場

株

式

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

上

場

株

式

等

に

係

る

課

税

譲

渡

所

得

等

の

金

額

（

上

場

株

式

等

に

係

る

課

税

譲

渡

所

得

等

の

金

額

（

上

場

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

（

同

条

第

四

項

第

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

（

同

条

第

五

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

適

用

さ

れ

る

第

十

八

条

の

規

一

号

の

規

定

に

よ

り

適

用

さ

れ

る

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

）

を

い

う

。

）

の

百

分

の

二

に

相

当

す

る

額

と

額

）

を

い

う

。

）

の

百

分

の

二

に

相

当

す

る

額

と

す

る

。

す

る

。

２

前

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

上

場

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

に

つ

い

て

は

、

前

条

第

二

項

の

規

定

は

、

適

用

し

な

い

。

（

特

定

口

座

を

有

す

る

場

合

の

区

民

税

の

所

得

計

算

（

特

定

口

座

を

有

す

る

場

合

の

区

民

税

の

所

得

計

算

の

特

例

）

の

特

例

）

第

十

三

条

の

四

区

民

税

の

所

得

割

の

納

税

義

務

者

第

十

三

条

の

三

区

民

税

の

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

一

の

三

第

三

項

第

一

号

に

規

定

す

る

特

定

口

座

を

一

の

三

第

三

項

第

一

号

に

規

定

す

る

特

定

口

座

を

有

す

る

場

合

に

お

け

る

法

附

則

第

三

十

五

条

の

二

有

す

る

場

合

に

お

け

る

法

附

則

第

三

十

五

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

第

一

項

に

規

定

す

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

の

計

算

に

つ

い

て

は

、

法

附

則

第

三

十

五

の

金

額

の

計

算

に

つ

い

て

は

、

法

附

則

第

三

十

五

条

の

二

の

四

第

一

項

及

び

第

二

項

に

定

め

る

と

こ

条

の

二

の

三

第

一

項

及

び

第

二

項

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。

ろ

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。



- 13 -

第

十

三

条

の

四

削

除

（

上

場

株

式

等

に

係

る

譲

渡

損

失

の

繰

越

控

除

）

（

上

場

株

式

等

に

係

る

譲

渡

損

失

の

繰

越

控

除

）

第

十

三

条

の

五

略

第

十

三

条

の

五

略

２

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

附

２

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

附

則

第

十

三

条

第

一

項

か

ら

第

三

項

ま

で

及

び

附

則

則

第

十

三

条

第

一

項

か

ら

第

四

項

ま

で

及

び

附

則

第

十

三

条

の

三

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

附

第

十

三

条

の

二

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

附

則

第

十

三

条

第

一

項

及

び

附

則

第

十

三

条

の

三

則

第

十

三

条

第

一

項

及

び

附

則

第

十

三

条

の

二

第

中

「

計

算

し

た

金

額

（

」

と

あ

る

の

は

、

一

項

中

「

計

算

し

た

金

額

（

」

と

あ

る

の

は

、

「

計

算

し

た

金

額

（

附

則

第

十

三

条

の

五

第

一

項

「

計

算

し

た

金

額

（

附

則

第

十

三

条

の

五

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

。

」

と

す

る

。

の

金

額

。

」

と

す

る

。

３

及

び

４

略

３

及

び

４

略

（

特

定

中

小

会

社

が

発

行

し

た

株

式

に

係

る

譲

渡

損

（

特

定

中

小

会

社

が

発

行

し

た

株

式

に

係

る

譲

渡

損

失

の

繰

越

控

除

等

及

び

譲

渡

所

得

等

の

課

税

の

特

失

の

繰

越

控

除

等

及

び

譲

渡

所

得

等

の

課

税

の

特

例

）

例

）

第

十

四

条

略

第

十

四

条

略

２

前

項

の

規

定

は

、

同

項

に

規

定

す

る

事

実

が

発

２

前

項

の

規

定

は

、

同

項

に

規

定

す

る

事

実

が

発

生

し

た

年

の

末

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

分

の

生

し

た

年

の

末

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

分

の

第

二

十

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

四

項

の

規

定

に

第

二

十

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

四

項

の

規

定

に

資 料 １
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よ

る

申

告

書

又

は

第

五

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

よ

る

申

告

書

又

は

第

五

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

第

五

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

条

第

五

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

の

時

ま

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

の

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

第

二

十

五

条

第

一

項

の

確

定

申

で

に

提

出

さ

れ

た

第

二

十

五

条

第

一

項

の

確

定

申

告

書

又

は

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

三

告

書

又

は

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

三

の

二

第

七

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

法

第

三

十

七

の

二

第

七

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

法

第

三

十

七

条

の

十

二

の

二

第

五

項

に

お

い

て

準

用

す

る

所

得

条

の

十

二

の

二

第

五

項

に

お

い

て

準

用

す

る

所

得

税

法

第

百

二

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

税

法

第

百

二

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

を

含

む

。

第

八

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

前

項

書

を

含

む

。

第

九

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

前

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

旨

の

記

載

が

の

規

定

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

旨

の

記

載

が

あ

る

と

き

（

こ

れ

ら

の

申

告

書

に

そ

の

記

載

が

な

あ

る

と

き

（

こ

れ

ら

の

申

告

書

に

そ

の

記

載

が

な

い

こ

と

に

つ

い

て

や

む

を

得

な

い

理

由

が

あ

る

と

い

こ

と

に

つ

い

て

や

む

を

得

な

い

理

由

が

あ

る

と

区

長

が

認

め

る

と

き

を

含

む

。

）

に

限

り

、

適

用

区

長

が

認

め

る

と

き

を

含

む

。

）

に

限

り

、

適

用

す

る

。

す

る

。

３

略

３

略

４

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

附

４

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

附

則

第

十

三

条

第

一

項

か

ら

第

三

項

ま

で

及

び

附

則

則

第

十

三

条

第

一

項

か

ら

第

四

項

ま

で

及

び

附

則

第

十

三

条

の

三

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

附

第

十

三

条

の

二

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

附

則

第

十

三

条

第

一

項

及

び

附

則

第

十

三

条

の

三

則

第

十

三

条

第

一

項

及

び

附

則

第

十

三

条

の

二

第
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中

「

計

算

し

た

金

額

（

」

と

あ

る

の

は

、

一

項

中

「

計

算

し

た

金

額

（

」

と

あ

る

の

は

、

「

計

算

し

た

金

額

（

附

則

第

十

四

条

第

三

項

の

規

「

計

算

し

た

金

額

（

附

則

第

十

四

条

第

三

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

。

」

と

す

る

。

額

。

」

と

す

る

。

５

及

び

６

略

５

及

び

６

略

７

特

定

株

式

を

平

成

十

二

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

７

特

定

株

式

を

平

成

十

二

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

十

九

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

払

込

み

に

よ

十

七

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

払

込

み

に

よ

り

取

得

を

し

た

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

、

当

該

り

取

得

を

し

た

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

、

当

該

払

込

み

に

よ

り

取

得

を

し

た

特

定

株

式

の

譲

渡

払

込

み

に

よ

り

取

得

を

し

た

特

定

株

式

の

譲

渡

（

法

附

則

第

三

十

五

条

の

三

第

八

項

各

号

に

掲

げ

（

法

附

則

第

三

十

五

条

の

三

第

八

項

各

号

に

掲

げ

る

場

合

の

区

分

に

応

じ

当

該

各

号

に

定

め

る

譲

渡

る

場

合

の

区

分

に

応

じ

当

該

各

号

に

定

め

る

譲

渡

に

該

当

す

る

も

の

で

あ

つ

て

、

そ

の

譲

渡

の

日

に

に

該

当

す

る

も

の

で

あ

つ

て

、

そ

の

譲

渡

の

日

に

お

い

て

当

該

特

定

株

式

を

そ

の

取

得

を

し

た

日

の

お

い

て

当

該

特

定

株

式

を

そ

の

取

得

を

し

た

日

の

翌

日

か

ら

引

き

続

き

所

有

し

て

い

た

期

間

と

し

て

翌

日

か

ら

引

き

続

き

所

有

し

て

い

た

期

間

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

の

六

第

十

三

項

に

定

め

る

期

間

令

附

則

第

十

八

条

の

六

第

十

三

項

に

定

め

る

期

間

が

三

年

を

超

え

る

場

合

に

限

る

。

）

を

し

た

場

合

が

三

年

を

超

え

る

場

合

に

限

る

。

）

を

し

た

場

合

に

お

け

る

附

則

第

十

三

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

お

け

る

附

則

第

十

三

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

該

譲

渡

に

よ

る

同

項

に

規

定

す

に

つ

い

て

は

、

当

該

譲

渡

に

よ

る

同

項

に

規

定

す

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

は

、

当

該

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

は

、

当

該

特

定

株

式

の

譲

渡

に

よ

る

当

該

株

式

等

に

係

る

譲

特

定

株

式

の

譲

渡

に

よ

る

当

該

株

式

等

に

係

る

譲

資 料 １
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渡

所

得

等

の

金

額

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

の

六

渡

所

得

等

の

金

額

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

の

六

第

十

四

項

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

計

算

し

た

金

第

十

四

項

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

計

算

し

た

金

額

の

二

分

の

一

に

相

当

す

る

金

額

と

す

る

。

額

の

二

分

の

一

に

相

当

す

る

金

額

と

す

る

。

８

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

附

則

第

十

三

条

第

二

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

当

該

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

当

該

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

（

附

則

第

十

四

条

第

七

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

）

」

と

す

る

。

８

前

項

の

規

定

は

、

同

項

の

規

定

の

適

用

を

受

９

第

七

項

の

規

定

は

、

同

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

年

度

分

の

第

二

十

四

条

第

一

項

又

け

よ

う

と

す

る

年

度

分

の

第

二

十

四

条

第

一

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

に

前

項

の

規

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

に

第

七

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

旨

の

記

載

が

あ

る

定

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

旨

の

記

載

が

あ

る

と

き

に

限

り

、

適

用

す

る

。

と

き

に

限

り

、

適

用

す

る

。



－1－ 

 

杉並区特別区税条例の主な改正点 

税
目 

改 正 内 容 関係条項 適用関係 

１ 年齢 65 歳以上の者に係る非課税措置の廃止 

・ 年齢 65 歳以上の者（前年の合計所得金額が 125 万

円を超える場合を除く。）に係る非課税措置を段階的

に廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

 １８年度 １９年度 ２０年度 

均等割 １０００円 ２０００円
全額 

(３０００円)区
民
税 所得割 ３分の１に 

減額 
３分の２に

減額 全額 

均等割 ３００円 ６００円 全額 
(１０００円)都

民
税 所得割 ３分の１に 

減額 
３分の２に

減額 全額 

計 
(均等割のみ) １３００円 ２６００円 ４０００円

 

区税条例 

第 11 条 

地方税法 

第 295 条 

 

平成 18 年度分

から適用。ただ

し、前年の合計

所得金額が 125

万円以下であ

り、かつ、平成

17 年１月１日

現在において年

齢 65 歳以上で

あった者（区内

に住所を有しな

い者を除く。）

に係る平成 18

年度分の均等割

を 100 0 円 と

し、かつ、所得

割から当該額の

３分の２に相当

する額を控除

し、平成 19 年

度分の均等割を

2000 円とし、

かつ、所得割か

ら当該額の３分

の１に相当する

額を控除する。

２ 肉用牛の売却による事業所得に係る所得割の課税

の特例の適用期間の延長 

・ 肉用牛の売却による事業所得に係る所得割の課税の

特例の適用期間を３年間延長し、平成 21 年度までと

する。 

区税条例 

附則第４条 

地方税法 

附則第６条 

 

  

 

 

 

特 
 

 
 

別 
 

 
 

区 
 

 
 

民 
 

 
 

税 

３ 公開株式に係る譲渡所得等の課税の特例の廃止 

・ 証券取引所に上場されている株式（上場等の日にお

いて所有期間が３年を超える株式に限る。）につい

て、上場等の日以後１年以内に証券業者への売委託等

により譲渡をした場合の譲渡所得等の金額を２分の１

とする特例を廃止する。 

区税条例 

附則第 13 条 

地方税法 

附則第 35 条

の２ 

平成 18 年度分

から適用 

資 料 ２ 



－2－ 

 
税
目 改 正 内 容 関係条項 適用関係 

４ 特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る

譲渡所得等の課税の特例の創設 

・ 特定管理株式が株式としての価値を失ったことによ

る損失が生じた場合とする一定の事実が発生したとき

は、当該事実が発生したことは当該特定管理株式の譲

渡をしたことと、当該損失の金額は当該特定管理株式

の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とみなし

て、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例を適用する

ことができるものとする。 

区税条例 

附則第 13 条

の２ 

地方税法 

附則第 35 条

の２の２ 

 

平成 18 年度分

（平成 17 年４

月１日以後に特

定管理株式につ

き株式としての

価値を失った場

合）から適用 

特 
 
 

 

別 
 
 

 

区 
 
 

 

民 
 
 

 

税 

５ 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の

課税の特例の適用期間の延長  

・ 特定中小会社の特定株式に係る譲渡所得等を２分の

１とする特例について、特例の対象となる特定株式の

取得期間を２年間延長し、平成 19 年３月 31 日までと

する。     

区税条例 

附則第 14 条 

地方税法 

附則第 35 条

の３ 
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